
 

意見書案第７号 
 

２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める意見書 

 

 介護保険制度における保険給付として要支援１と２の高齢者に提供されてき

た訪問介護と通所介護は、予防給付の地域支援事業として２０１５年４月から

の３年間で市町村事業への移行が進められるが、このことについては、地域資

源や財政基盤による「地域間格差の拡大」や必要なサービスが提供されないこ

とによる「要支援者の介護の重度化」及び「介護労働者の処遇低下」などが懸

念されている。 

また、２０１５年４月から本格実施が予定されている子ども・子育て支援新

制度については、制度内容の浸透に時間を要するため、保育士の配置基準の見

直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児童養護施設等の改善が明確になって

いない状況である。 

よって、政府においては、介護保険制度の充実を図るとともに、子ども・子

育て支援新制度における保育の質を改善するため、下記の対策を実施するよう

強く要望する。 

 

記 

 
１ 予防給付の地域支援事業への移行にあたっては、地方への負担転嫁となら

ないよう、地域間格差に十分配慮した見直しを行い、必要な予算を確保する

こと。 
２ 子ども・子育て支援新制度の本格実施にあたっては、国が責任をもって恒

久的な安定財源の確保に努め、必要な財源の確保を講じること。 
３ 介護や保育などの福祉人材の確保と処遇改善のための予算を確保すること。  
 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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